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①対応児童生徒一覧表作成 

第３章 学校給食での対応 

 

１．本市の学校給食における食物アレルギー対応の考え方 

                                                

 

 

※食物アレルギーではありませんが、医師により乳糖不耐症と診断され、牛乳が飲めない

場合は対応します。 

 

２．食物アレルギー対応食の種類 

 学校給食での食物アレルギー対応方法は、弁当持参（毎日または献立内容による）や、

状況に応じて自分で除去する方法や、可能な範囲での除去食や代替食の提供をする方法が

あります。 

 

 

 

 

※いずれの場合も、原因食品除去によって不足する栄養素を家庭の食事で補う必要がある

ことを保護者に理解してもらえるよう説明することが必要です。 

 

３．食物アレルギー対応食提供の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「食物アレルギー児童生徒対応

一覧表」様式７ 

「食物アレルギー個人調査票」 

様式６ 

・ 養護教諭(栄養教諭・栄養職員)が「食物アレルギ

ー児童生徒一覧表」を作成し、学校全体のアレル

ギー対応者の確認を行う。 

・ 「食物アレルギー対応委員会」で校長が決定した

対応に基づき、関係者全員が個々の対応内容につ

いて確認する。 

・ 学級担任等は、対応の内容に応じて教室での指導

事項や配慮する点を確認する。 

・ 栄養教諭･栄養職員は、給食に関する対応の詳細を

「食物アレルギー個人調査票」に記載する。 

・ 栄養教諭・栄養職員等は、給食調理での対応内容

を基に、調理作業工程を検討する。 

①弁当の持参 ②自分で除去

 する場合

「給食調理以外」での対応 

④代替食を提供 
 する場合 

「給食調理」での対応 

③除去食を提供

 する場合

・ 学校給食に関することについては、即時型アレルギーを中心に考える。 

・ アレルギーの判断を行う場合には、医師の診断を基に行う。 

給食調理での対応    給食調理以外での対応 
・代替食を提供する。  ・一部の献立について代替食を持参→家庭から主食 
・除去食を提供する。   または副食の一部を持参する。 

・弁当持参→一食分全てを家庭から持参する。 
・牛乳の提供を停止→年度末に牛乳代を返金する。 

※詳細は「食物アレルギー対応食の配慮事項」Ｐ.23、24 参照 
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②保護者への通知

③教職員共通理解

④対応開始 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           給食実施の具体的な流れ 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 申請書の内容に基づき、学級担任が保護者に「食物ア

レルギー対応委員会」での決定内容の説明を行い、理

解を得る。 

・ 栄養教諭・栄養職員は、給食の内容（献立内容・使用

食材等）や調理現場の説明（状況・設備・人員配置）

をする。 

※ 給食での対応ができない場合は、理由や状況を丁寧

に説明し、保護者の理解を得る。 

※ 原因食品除去によって不足する栄養素を家庭の食事

で補うよう説明する。 

・ 職員会議等で資料を配付し、対象児童生徒や対応方法

などを周知徹底して全ての教職員が対応できるように

する。 

・ 調理員・配膳員にも共通理解を図り、対応方法や手順

はもちろん調理作業工程での危険箇所を確認する。 

※詳細は「食物アレルギー対応の役割分担」P.7.8 参照

・ 個別の対応内容を確認し、除去・代替食の提供をする。

詳細な献立表・学校給食アレルギー対応依頼書を配布  

※加工食品は、使用原材料を添付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※詳細は「使用食品のチェックと対応内容の決定」P.22 参照

栄養教諭・栄養職員    栄養教諭・栄養職員 
      
学級担任・養護教諭    給食担当教諭 
             養護教諭 
保護者               
             学級担任 
 
             保護者 

子
学
校 

調
理
校 
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決定した対応内容、注意事項の確認 

栄養教諭・栄養職員  調理員 ※献立毎の対応内容、人

数、数量、保管場所等の

確認をする。 

・給食調理での対応内容を指示書にも記載し、調理作業工

程を検討 
・調理作業工程を考える際には、混入（コンタミネーショ

ン）の恐れがある箇所をチェックし、調理作業工程表・作

業導線図に記入 
・各作業毎の担当者を確認 

コンタミネーションとは… 
 コンタミネーション（微量混入）とは、食品の製造過

程で機械や器具から偶発的にアレルゲンが混入してしま

うことです。 
 

教室で対応するための、注意事項の確認・配食 

栄養教諭・栄養職員    学級担任 
※誤食、混入（コンタミネーション）がおこらないための方法を

確認する。 

・対応の対象となる児童生徒の確認 

・対応内容、注意事項の確認 

・配食時の注意事項(配食容器の取り扱い等)の確認

・児童生徒に対する指導が必要な場合はその内容に

ついて確認しておく。 

※担任不在の時にも対応できるよう、全教職員に周知する。

決定した内容に基づいた調理 

アレルギー対応食チェック表（様式 9） 

学校給食アレルギー対応依頼書により対応内容決定 

   保護者            保護者 
      
   学級担任・養護教諭     学級担任 
 
   栄養教諭・栄養職員     給食担当教諭 
                 養護教諭 
 
                 栄養教諭・栄養職員

※保護者が確認後学校に提出→決定 

子
学
校 

調
理
校 
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学級での指導 

学級担任   対象児童生徒、学級児童生徒 

※学級の児童生徒全員がアレルギー疾患について理解するよう

指導し、誤食、混入等が起こらないよう配慮する。 

確認・評価 

学級担任、養護教諭、栄養教諭・栄養職員  保護者 

※アレルギー対応食の実施後、児童・生徒の

様子を確認する。 

※実施後の意

見・要望を学

校に伝える。

学級内での指導（担任）

アレルギー児童生徒 その他の児童生徒 

・対応食が手元に届い

ていることを確認 
・アレルゲンとなる食

品 (料理 )に触れな

い。 

・アレルギーは好き嫌いで

はないことを理解させる。 
・間違えて食べた場合、生

命に関わる場合もある。 

準備～喫食 

・容器に添付されているラベル等で対応食と対象者

を確認し、配食する。(本人と担任が確認) 
・アレルゲンとなる食品が付着している食具が食器

等に触れないよう注意する。 
・アレルゲンとなる食品を含む献立を食べてしまう

ことがないよう、また、他の児童生徒が食べるよ

う勧めたりすることのないよう指導を徹底する。 

後片付け 

・対象の児童生徒が食器、食具類を片付ける際にア

レルゲンとなる食品が付着している食器や食具に

触れることがないよう配慮する。 
 
※当番時には仕事内容を配慮する。 
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⑤対応の見直し（進級時） 

⑥変更がある場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 前回から見直し時期までの間にアレルゲンとなる

食品の変化、症状の軽快または新たな症状の出現な

どがないかを確認する。 

・ 前回決定した対応内容を確認し、継続または変更を

検討し、変更の場合はその内容を決める。 

 

 

・ 日頃から保護者との連携を密にし、児童生徒の健康

状態を把握してより良い対応ができるようお互い

に情報交換を十分に行い、共通理解のもと連携して

取り組むようにする。 

●学校の基本対応に変更が生じた場合 

  保護者に決定内容を知らせるとともに、今後の対

応について納得が得られるように話し合いを行う。 

●日々の献立内容や使用食材等に変更が生じた場合 

  アレルギー対応食の提供について変更が生じた場

合は、栄養教諭・栄養職員が速やかに保護者に連絡

する。 

●医師からの指示内容に変更が生じた場合 

  通院中の主治医から給食対応内容に変更が生じた

場合は、保護者より速やかに学校へ連絡してもらう

ようにする。 

 

 

食物アレルギー対応委員会で検討、決定する。 
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４．使用食品のチェックと対応内容の決定 

毎月発行する「給食だより」の他に、食物アレルギー対応が必要な児童生徒には使用食

品が詳細に記載されている献立表等を渡します。記載漏れ等を防止するためには、全ての

食品がもれなく記載されている献立表を活用し、家庭で使用食品のチェックができるよう

にします。なお、加工食品については使用食品や配合割合などが記載された一覧表を配布

します。 

 

○全児童生徒に配布する給食だよりの献立表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○食物アレルギー対応が必要な児童生徒に配布する詳細な献立表 
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５．食物アレルギー対応食の配慮事項 

共通事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 除去食・代替食を提供する場合 

・予定献立の変更があった場合の食品の変更にも注意する。 

・「学校給食アレルギー対応依頼書」等により該当児童生徒の対応内容を確認する。 

・調理過程で除去を忘れないように注意する。 

・学校給食において微量混入（コンタミネーション）は皆無ではないが、調理過程では十

分に注意する。 

・「アレルギー対応食チェック表」により該当児童生徒に間違いなく除去食・代替食が配膳

されるようチェックを行う。 

 

 

 

② 自分で除去する場合 

・保護者が詳細な献立表等に注意し、本人に取り除く食品をよく理解させておくように協

力を求める。 

・学級担任等が除去するアレルゲンを正しく理解しておく。 

・子どもの発達段階により、必要に応じて教師の指導の下で確実に除去できるようにする。 

・アレルギー児童生徒が自分で取り除いて食べられるよう、学級の児童生徒も正しく理解

するように指導する。特に低学年では、自己管理能力が不十分なので学級担任等が補佐を

する。 

・誤って食べてしまった場合の対処方法を確認しておく。 

・配食時に除去する場合は、給食当番や学級の児童生徒の協力も得る。 

・アレルギー児童生徒を学級担任等が理解し、学級の児童生徒にも理解させ、本人が精神

的な負担を感じることがないように配慮する。 

・給食当番を行う際には、アレルゲンに触れることがないよう、学級担任等が配慮する。

・「学校給食アレルギー対応依頼書」等の写しを保護者と関係職員が持ち、情報を共有する。

・学級担任が給食時、不在になる場合、代わりの教諭へアレルギー対応の内容を引き継ぐ。

・学級担任が給食時間に急用で教室を離れる場合は、他の教職員に連絡し、代わりにつく

ようにする。その際、必ず「学校給食アレルギー対応依頼書」等で対応内容を確認する。

・職員会議等で資料等を配布し、対象児童生徒や対応方法などを周知徹底して、全ての教

職員が対応できるようにする。 

・保護者に、児童生徒と毎日「学校給食アレルギー対応依頼書」等で対応内容を確認する

ようお願いする。 

①の対象献立及び具体的な対応は、別添 
「除去食・代替食の対象献立一覧表」のとおり



 第 3 章 学校給食での対応 
 

- 24 - 

③ 弁当の場合 

・保護者と打ち合わせた内容について、本人に理解させておく。 

・詳細な献立表、「学校給食アレルギー対応依頼書」等で保護者が確認し、給食が食べられ

る日と弁当持参の日を事前に決めておく。 

・保護者に、アレルギー原因食品と同等の栄養価の確保ができる食品選択と献立を考えて

もらう。 

・衛生面や安全面を考えた適正な保管場所・方法を決め、給食開始まで保管する。 
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・ まわりの児童生徒には、アレルギーは好き嫌いではないことを理解させ、食べること

を強要したり勧めたりしないよう指導する。 

・ 食事中は、まわりの児童生徒からの食物接触や誤食に十分注意する。 

・ 誤飲、誤食があった場合は「緊急時の対応」(P30,P31)に沿って対応を行う。 

６．各学級における対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

・食物アレルギーのある児童生徒の健康観察を行う。 
・後片付けの際には、食器・食具等に残ったアレルギー原因食品が該当児童生徒の手指等に  
付着して誤食につながらないよう、 後まで注意深く指導する。 

除去食・代替食を提供

する場合 

自分で除去する

場合 

代替食(弁当)を持参

する場合 

当日の献立と除去・代替食の確認をする。 

保護者 栄養教諭・栄養職員 

学級担任 

給食調理員 

給 

食 

準 

備 

※事前の打ち合わせ・確認

・状況によって栄養教諭・栄養職員等は教室を巡回して確認する。 

給 

食 

時 

間 

・除去食・代替食が該当児童生

徒に確実に配食されているか

確認する。 

・アレルゲンの混入を防ぐため、

専用容器(ポット)等のふたを

あけるのは「いただきます」

の後にする。 

自分で除去しなが

ら食べていること

を確認する。 

持参した弁当等が揃ってい

るかを確認し、食べ始める。

給
食 

終
了
時 

事 

前 

の 

確 

認 

学級担任    学級の児童生徒

学級の朝の会等で、学級担任等と該当児童生徒が当日の対応内容を「学校給食アレルギ

ー対応依頼書」等で確認する。 

毎朝当日の対応内容について、関係職員が「学校給食アレルギー対応依頼書」等で 
確認する。 

① ② ③

学級担任等と該当児童生徒が当日の対応内容を「学校給食アレルギー対応依頼書」等

で確認し、日付等にチェックする。 
※除去食・代替食・弁当等の有無だけで判断しない。 

学級担任等は除去食の専用容器

（ポット）等の名札を確認して

から直接該当児童生徒に渡す。

保護者と学級担任が打ち合わせた内容について該当児童生徒 

に理解させておく。 

・当番や他の児童生徒へ誤配がな

いよう説明を十分に行う。 
・アレルギー原因食品を該当児童

生徒の食器に付着させない。 

当番や他の児童生徒へ誤配

がないよう説明を十分に行

う。 

保護者      学級担任

アレルギー児童生徒 
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７．具体的な除去食の対応 

共通事項 

 

 

 

 

①調理方法の原則 

・除去食の調理は、対象となるアレルギー食材を加える前の調理段階において、一般児

童生徒の給食から、除去食相当分の給食を取り除く方法（この場合、調理上アレルギ

ー食材以外の食材も入らないことがある。）により実施する。その際、中心温度等衛生

管理を十分に確認する。 

 

②調理について 

 ・アレルギー児童生徒が欠席の時は学級担任が栄養教諭・栄養職員に知らせ、その場合

は作らない。 

 ・除去食、代替食については調理員との打ち合わせを十分に行う。 

 ・調理室において、除去するべき原因食品が混入しないように注意して調理する。 

・できあがり品について、栄養教諭・栄養職員が確認する。 

・除去食を取り分けるまでは細心の注意を払い、万一混入や取り忘れ等が起こった場合

には、提供を中止する。この場合、学級担任、対象の児童生徒に説明し、保護者にも

連絡して理解を得られるようにする。 

  

③給食の配膳、配送について 

 ・調理後の除去食は、容器に入れて配膳し、教室で他の児童生徒と同じ食器に盛りつけ

る。 

 ・配送や配膳の際には、「アレルギー対応食チェック表」をもとに誤配がないように注意 

する。 

 ・配膳時には名札または食札等を利用して、アレルギー児童生徒の氏名を記入すること

により、他の児童生徒の給食との混在を防止する。 

 ・同じクラスにアレルギー児童生徒が複数いる場合には、「アレルギー対応食チェック表」

の氏名と名札または食札等の氏名の照合など、特に注意する。 

 

 

 

 

 

・調理、配膳、配送は、「アレルギー対応食チェック表」を基に行い、対応食を確実に提

供する。（子学校も同様） 

※「アレルギー対応食チェック表」の該当クラス、氏名の確認を確実に行う。 


